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₆
月
₇
日
（
水
）
に
、「
Ｊ
ア
ラ
ー

ト
（
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム
）」
の

全
国
一
斉
情
報
伝
達
試
験
を
実
施
し

ま
す
。
こ
の
試
験
は
、
Ｊ
ア
ラ
ー
ト

と
自
動
連
携
し
て
い
る
機
器
を
実
際

に
動
か
し
て
動
作
確
認
を
行
う
全
国

的
な
試
験
で
す
。

　
ま
た
「
複
数
手
段
で
の
情
報
取
得

方
法
の
確
認
」
を
体
験
し
て
い
た
だ

く
目
的
で
、
区
で
は
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
と

の
自
動
連
携
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず

下
表
の
方
法
で
試
験
を
実
施
し
ま
す
。

こ
の
機
会
に
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
で
の

情
報
取
得
を
お
試
し
く
だ
さ
い
。

時▢
₆
月
₇
日
（
水
）
午
前
₁₁
時
ご

ろ※
全
国
的
な
試
験
の
た
め
、
国
内
の

災
害
等
の
状
況
に
よ
り
中
止
す
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

﹇
放
送
内
容
﹈

（
上
り
チ
ャ
イ
ム
音
）

こ
れ
は
、
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の
テ
ス
ト
で

　
令
和
₅
年
度
住
民
税
（
特
別
区
民

税
・
都
民
税
）
が
課
税
さ
れ
る
方
に
、

税
額
決
定
の
通
知
書
を
₆
月
₅
日

（
月
）
に
発
送
し
ま
す
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
に
よ
り
確
定
申
告
期
限
の
個
別

延
長
が
適
用
さ
れ
、
₃
月
₁₆
日
以
降

に
確
定
申
告
書
等
を
提
出
さ
れ
た
方

は
、
今
回
の
通
知
書
発
送
に
間
に
合

わ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
場

合
、
後
日
発
送
予
定
の
税
額
決
定
通

知
書
ま
た
は
変
更
通
知
書
で
反
映
し

ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

﹇
納
期
限
﹈

○
第
一
期
：
₆
月
₃₀
日
（
金
）

○
第
二
期
：
₈
月
₃₁
日
（
木
）

○
第
三
期
：
₁₀
月
₃₁
日
（
火
）

○ 

第
四
期
：
令
和
₆
年
₁
月
₃₁
日

（
水
）

※
給
与
か
ら
の
特
別
徴
収
（
引
き
落

と
し
）
分
は
、
会
社
等
（
特
別
徴
収

義
務
者
）
を
通
じ
て
別
途
通
知
さ
れ

ま
す
。

年
金
か
ら
の
特
別
徴
収

（
引
き
落
と
し
）

﹇
対
象
と
な
る
方
﹈

令
和
₄
年
中
に
公
的
年
金
等
の
支
払

い
を
受
け
た
方
の
う
ち
、
令
和
₅
年

₄
月
₁
日
に
老
齢
基
礎
年
金
等
を
受

給
し
て
い
る
₆₅
歳
以
上
の
方
で
介
護

保
険
料
が
特
別
徴
収
さ
れ
て
い
る
方

※
次
の
方
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん

○ 

老
齢
基
礎
年
金
等
の
年
額
が
₁₈
万

円
未
満
の
方

○ 

老
齢
基
礎
年
金
等
か
ら
所
得
税
額
、

介
護
保
険
料
、
国
民
健
康
保
険
料

お
よ
び
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

を
控
除
し
た
額
が
住
民
税
額
に
満

た
な
い
方

﹇
対
象
と
な
る
税
額
﹈

公
的
年
金
等
の
所
得
に
か
か
る
住
民

税
額（
所
得
割
額
お
よ
び
均
等
割
額
）

﹇
徴
収
方
法
﹈

下
表
の
と
お
り

申
告
に
関
す
る
注
意
点

　
次
の
所
得
等
に
つ
い
て
は
、
住
民

税
の
納
税
通
知
書
送
達
後
に
確
定
申

告
書
を
提
出
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
内

容
を
住
民
税
の
計
算
に
算
入
す
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

○ 

上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等

お
よ
び
譲
渡
所
得
等

○ 

上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
損
失
の

損
益
通
算
お
よ
び
繰
越
控
除

○ 

特
定
居
住
用
財
産
の
譲
渡
損
失
の

損
益
通
算
お
よ
び
繰
越
控
除

○ 

居
住
用
財
産
を
譲
渡
し
た
場
合
の

長
期
譲
渡
所
得
の
課
税
の
特
例

○ 

先
物
取
引
の
差
金
等
決
済
に
係
る

損
失
の
繰
越
控
除

　
　
　
な
ど

　
ま
た
、
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当

所
得
等
お
よ
び
譲
渡
所
得
等
に
つ
い

て
、
所
得
税
と
住
民
税
で
異
な
る
課

税
方
式
を
選
択
す
る
場
合
、
住
民
税

の
納
税
通
知
書
送
達
前
に
課
税
方
式

を
選
択
す
る
住
民
税
申
告
を
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

問▢
課
税
課

 

☎（
3
6
4
7
）8
0
0
1
〜
₂
・

 

8
0
0
4

 

℻（
3
6
4
7
）4
8
2
2

す
（
₃
回
）

こ
ち
ら
は
、
防
災
江
東
で
す

（
下
り
チ
ャ
イ
ム
音
）

問▢
危
機
管
理
課
危
機
管
理
係

 

☎（
3
6
4
7
）9
3
8
2

 

℻（
3
6
4
7
）9
6
5
1

　
₆₅
歳
以
上
の
方
へ
、
令
和
₅
年
度

の
介
護
保
険
料
額
決
定
通
知
書
を
、

₆
月
₉
日（
金
）に
発
送
し
ま
す
。
介

護
保
険
料
額
は
前
年
の
所
得
等
に
基

づ
い
て
決
定
し
ま
す
。

　
詳
細
は
、通
知
書
に
同
封
す
る「
介

護
保
険
だ
よ
り
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

保
険
料
の
納
付
方
法
は
2
通
り

　
介
護
保
険
法
の
定
め
に
よ
り
、
納

付
方
法
を
選
ぶ
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

﹇
特
別
徴
収
﹈

　
年
金
差
し
引
き
で
納
め
る
方
法
で

す
。
老
齢
・
退
職
年
金
お
よ
び
遺
族

年
金
等
を
年
額
₁₈
万
円
以
上
受
給
さ

れ
て
い
る
方
が
対
象
で
す
。

﹇
普
通
徴
収
﹈

　
₆₅
歳
に
な
っ
た
ば
か
り
の
方
、
他

の
区
市
町
村
か
ら
転
入
さ
れ
た
ば
か

り
の
方
、
ま
た
は
特
別
徴
収
の
対
象

に
な
ら
な
い
方
が
、
口
座
振
替
や
納

付
書
で
納
め
る
方
法
で
す
。
₁
年
分

の
納
付
書（
₆
月
期
〜
翌
年
₃
月
期
）

を
ま
と
め
て
お
送
り
し
ま
す
の
で
、

各
月
の
末
日
（
末
日
が
金
融
機
関
等

の
休
業
日
の
場
合
は
翌
営
業
日
）
ま

で
に
、
お
支
払
い
く
だ
さ
い
。

　
年
金
を
年
額
₁₈
万
円
以
上
受
給
さ

れ
て
い
る
場
合
は
、
日
本
年
金
機
構

の
準
備
が
整
い
し
だ
い
、
特
別
徴
収

に
切
り
替
わ
り
ま
す
。
普
通
徴
収
か

ら
特
別
徴
収
に
切
り
替
わ
る
際
に
は

事
前
に
通
知
し
ま
す
。

保
険
料
納
付
が

困
難
な
場
合
は
ご
相
談
を

　
保
険
料
を
納
め
な
い
状
態
が
続
く

と
、
未
納
期
間
に
応
じ
て
介
護
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
す
る
際
の
自
己
負
担
割

合
が
増
え
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
徴
収
嘱
託
員
の
訪
問
や
、
納
付

案
内
セ
ン
タ
ー（
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
）

か
ら
の
納
付
依
頼
の
連
絡
が
あ
り
ま

す
。
未
納
保
険
料
が
多
額
に
な
る
前

に
早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
外
出
が
困
難
な
方
に
は
徴
収
嘱
託

員
に
よ
る
訪
問
徴
収
も
行
っ
て
い
ま

す
の
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問▢
介
護
保
険
課
資
格
保
険
料
係

 
☎（
3
6
4
7
）9
4
9
3

 
℻（
3
6
4
7
）9
4
6
6

　
現
在
処
方
さ
れ
て
い
る
薬
を
ジ
ェ

ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
へ
切
り
替
え
た
場

合
、
自
己
負
担
額
が
ど
れ
く
ら
い
軽

減
で
き
る
か
が
わ
か
る
お
知
ら
せ
を

お
送
り
し
ま
す
。

　
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
は
、
先
発

医
薬
品
の
特
許
期
間
終
了
後
に
製
造

さ
れ
る
た
め
、
先
発
医
薬
品
と
比
べ

安
価
で
す
が
、
有
効
性
や
品
質
、
安

全
性
は
同
等
で
す
。
ま
た
、
薬
事
法

に
基
づ
い
た
厳
正
な
審
査
を
経
た
う

え
で
流
通
し
て
い
ま
す
。

　
医
療
の
質
を
落
と
さ
ず
に
自
己
負

担
を
軽
く
す
る
と
と
も
に
、
利
用
す

る
保
険
制
度
全
体
の
医
療
費
を
抑
え

る
こ
と
に
も
つ
な
が
り
ま
す
の
で
、

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
利
用
を
ご

検
討
く
だ
さ
い
。

﹇
対
象
と
な
る
方
﹈

　
国
民
健
康
保
険
加
入
者
ま
た
は
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険
者
の

う
ち
、
生
活
習
慣
病
等
の
医
薬
品
が

処
方
さ
れ
て
お
り
、
薬
代
が
一
定
額

以
上
軽
減
さ
れ
る
と
見
込
ま
れ
る
方

※
す
べ
て
の
被
保
険
者
の
方
に
お
送

り
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
通

知
が
届
か
な
か
っ
た
方
も
切
り
替
え

る
こ
と
で
薬
代
が
安
く
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

﹇
送
付
時
期
﹈

○ 

国
民
健
康
保
険
：
毎
月
下
旬

※
同
じ
方
に
数
か
月
の
間
隔
を
空
け

て
複
数
回
送
付
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

○ 

後
期
高
齢
者
医
療
：
₆
月
下
旬

﹇
注
意
事
項
﹈

○ 

す
べ
て
の
医
薬
品
に
ジ
ェ
ネ
リ
ッ

ク
医
薬
品
が
あ
る
と
は
限
り
ま
せ

ん
。

○ 

症
状
な
ど
に
よ
り
処
方
で
き
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
。

○ 

切
り
替
え
を
希
望
す
る
場
合
は
、

必
ず
医
師
・
薬
剤
師
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

問▢
﹇
国
民
健
康
保
険
に
つ
い
て
﹈

医
療
保
険
課
医
療
保
健
係

 

☎（
3
6
4
7
）8
5
1
6

 

℻（
3
6
4
7
）8
4
4
3

通
知
サ
ポ
ー
ト
デ
ス
ク
（
平
日
午
前

₉
時
〜
午
後
₅
時
）
※
差
額
通
知
を

受
け
取
っ
た
方
専
用

 

☎（
6
2
7
6
）5
6
0
3

﹇
後
期
高
齢
者
医
療
に
つ
い
て
﹈

東
京
都
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

保
健
事
業
・
医
療
費
適
正
化
係

 

☎（
3
2
2
2
）4
5
0
7

通
知
サ
ポ
ー
ト
デ
ス
ク
（
発
送
日
の

翌
日
（
₆
月
下
旬
）
〜
₇
月
₃₁
日

（
月
）
の
平
日
午
前
₉
時
〜
午
後
₅

時
） 

☎
0
1
2
0（
₆
2
9
）0
1
6

公的年金からの住民税の徴収方法
新たに対象となる方

徴収月 6月（第1期）・8月（第2期） 10月・12月・令和6年2月
徴収額 各月、年税額の4分の1 各月、年税額の6分の1

方　法 普通徴収（納付書や口座振替
による納付）

年金から特別徴収（引き落と
し）

昨年度から引き続き対象の方
徴収月 4月・6月・8月 10月・12月・令和6年2月

徴収額
各月、前年度分の年税額の2
分の1に相当する額の3分の1

（仮徴収）

各月、年税額から仮徴収した
額を控除した額の3分の1

（本徴収）
方　法 年金から特別徴収（引き落とし）

［情報伝達試験時に体験できる
 主な情報取得方法］
○ 防災行政無線放送 
（欄外の方法でも確認できます）

○ こうとう安全安心メール 
※登録者のみ。登録方法は、区ホームペー
ジをご確認ください（英語・中国語・韓国語
対応）。

○ 江東区防災マップアプリ 
※ダウンロード方法等は、区ホームページ
をご確認ください。

○区ホームページ
○Twitter［防災関連情報］@koto_bosai

［江東区政全般］@city_koto
○Facebook（@city.koto）
○LINE（@city_koto）※友だち登録者のみ
○ ケーブルテレビ（デジタル11ch） 

※契約者のみ
○コミュニティFM（88.5MHz）

※ 緊急速報メール（エリアメール）・Yahoo！ 
防災速報による試験実施はありません。


